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市第60号議案 

   横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定 

 横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を次のように定め

る。 

   平成29年12月５日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例 

 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条第２項に規定する条例

で定める区域の規模は、 300 平方メートル以上とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 生産緑地法第３条第２項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の

規模に関する条件を定めるため、横浜市生産緑地地区の区域の規模

に関する条例を制定したいので提案する。 
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 参  考  

   生 産 緑 地 法 （ 抜 粋 ） 

 （ 生 産 緑 地 地 区 に 関 す る 都 市 計 画 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  市 町 村 は 、 公 園 、 緑 地 そ の 他 の 公 共 空 地 の 整 備 の 状 況 及 び 土 地

利 用 の 状 況 を 勘 案 し て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 第 ２ 号 の

規 定 に か か わ ら ず 、 政 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 、 条 例 で 、 区 域 の 規

模 に 関 す る 条 件 を 別 に 定 め る こ と が で き る 。 

   （ 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 


